
リバーサイドカーニバルの中止 
　10月下旬に開催を予定して

おりました「リバーサイドカーニ

バル2021」は、新型コロナウイル

ス感染症拡大防止の観点から、

皆さんに安心してご来場いただ

くことが困難であるという判断に

より、中止します。 

cかさまつまちづくりイベント実行

委員会（企画課内）　蕁388‐1113

名誉町民 松原登士弘氏を偲ぶ会 
　名誉町民松原登士弘氏の生前の

偉大なご功績とご遺徳を偲び、哀悼の

意を表するため、偲ぶ会を開催します。 

10月24日（日） 午後1時～ 

笠松中央公民館 

3階　大ホール 

※一般参列者の献花は、午後2時から

行います。 

c総務課　蕁388‐1111

建築物の耐震化促進に伴う助成 
　地震に備えるため、昭和56年5月31日以前に着工された木造一戸建て住宅の耐震診断を希望される方

に、無料で専門家を派遣し、耐震診断と耐震補強のアドバイスを受けられる制度を設けています。また、昭

和56年6月1日以降に着工された木造住宅の耐震診断と、昭和56年5月31日以前に着工された木造以外

の建築物の耐震診断、昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の耐震補強または、耐震シェルター

などの設置にかかる費用の一部を助成する制度を設けています。 

12月28日（火） 

e建設課　蕁388‐1117

令和4年度保育所（園）入所（園）受付 
　令和4年4月から入所（園）を希望される方の受付を行います。申込書類は各保育所（園）、役場福祉子

ども課で配布します。 

笠松町に住民登録があり、保護者が会社勤務や内職・自営業に従事、または病気（出産などを

含む）、看病などの理由で保育を必要とする家庭の児童 

10月1日（金）～29日（金）午前8時30分～午後5時15分（土日祝を除く） 

役場2階 福祉子ども課 

 

延長保育、障がい児保育（第一保育所を除く）なども行っています。 

c福祉子ども課　蕁388‐1116

福祉医療費受給者証（母子家庭等・父子家庭）
更新の手続きを 
　福祉医療費受給者証（母子家庭等・父子家庭）

をお持ちの方は、10月31日で有効期限が満了とな

りますので、更新の手続きが必要です。 

※受給資格者により、持ち物が異なります。10月上

旬にお送りする更新案内をよくご確認ください。 

10月29日（金） 

役場1階住民課で申請または郵送 

c住民課　蕁388‐1115

オンライン里親を知る会 
　里親制度は、様 な々事情で家族と暮らせない子

どもたちを一般の家庭で預かり、社会のみんなで

育てていく「子どものため」の制度です。 

　「里親を知りたい方」も「里親になりたい方」も

ぜひご参加ください。 

10月12日（火）　11月9日（火）　12月14日（火） 

午前10時～正午（1世帯30分程度） 

ビデオ会議ツール「ZOOM」を使用 

事前予約制お電話でお申し込みください。 

e岐阜県中央子ども相談センター　蕁201‐1582

家屋を新増築、取り壊しをしたときは届け出を 
　固定資産税は、土地や家屋の使用状況によって税負担が軽減されます。 

　家屋の新増築や取り壊し、用途変更があったときは、お早めに税務課まで次の届け出をしてください。 

　特に家屋の一部または全部を取り壊したときは、速やかに「家屋取壊届出書」の提出をお願いします。

この届け出がないと、家屋を取り壊したという確認ができないため、翌年度以降も課税される場合がありま

すので、必ず届け出をしてください。 

届け出が必要な時とその届出書など 

※登記された家屋を取り壊した場合は、別途、法務局で滅失登記をする必要があります。 

c税務課　蕁388‐1112

インボイス制度説明会 
　令和5年10月1日から適格請求書等保存方式（インボイス制度）が実施されることに伴い、インボイスを発

行できる「適格請求書発行事業者」となるための登録申請手続の受付が令和3年10月から始まります。 

　事業者の皆さんにはインボイス制度への理解を深め、実施に向けて必要な準備を進めていただくため、

説明会を開催します。 

①10月12日（火）午後2時～3時　②11月15日（月）午前10時～11時 

③12月8日（水）午後2時～3時 

岐阜南税務署　大会議室（岐阜市加納清水町4丁目22‐2） 

各回20人 

無料 

岐阜南税務署へ要予約 

e岐阜南税務署　蕁271‐7111（代表）自動音声にしたがって「2」を選択 

保育所（園） 対象年齢 

第一保育所 

松枝保育所 

下羽栗保育所 

笠松保育園 

3か月～年少前 

1歳6か月～就学前 

1歳～就学前 

住　　所 

上新町172 

北及1783 

無動寺228 

西宮町44の2

電話番号 

387‐2664 

387‐2298 

387‐2496 

387‐2947

こんなとき 家屋の所有者 

（1） 

（2） 
（3） 
（4） 

（5） 

（6） 

家屋を新築または増築したとき 
（申告にあたっては家屋の評価を実施します） 

家屋を建て替えるとき 
家屋の全部または一部を取り壊したとき 
家屋の用途を変更したとき 
（例　店舗を住宅に変更など） 
家屋が災害などの理由により滅失または損
壊したとき 
未登記家屋の所有者を変更するとき 

・新築住宅に関する固定資産
税の減額申告書 
（未登記の場合は「未登記家
屋取得届出書」も必要です） 
・家屋取壊届出書 
・家屋取壊届出書 

・家屋用途変更届出書 

・家屋取壊届出書 
・固定資産税減免申請書 
・未登記家屋取得届出書 

土地の所有者 

・住宅用地認定申告書 

・住宅建替中の土地に係る申告書 

・住宅用地認定申告書 

・被災住宅用地の特例適用申告書 
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